
　障害者控除対象者認定書は、身体の状態が一定基準に
該当する身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳など
を持っていない人が、所得税や市民税で障害者控除を受
けるときに必要となる書類です。各種手帳を持っている
人でも、認定書を使うことでより多くの控除を受けられ
る場合があります。
※所得税や市民税が非課税である場合などは不要です。
※この認定書は税申告に使用するものであり、障がい福祉
に関するサービスを受けるためのものではありません。

令和７年分障害者控除対象者認定書の申請

対　象　次の全てを満たす人
・65歳以上
・要介護・要支援認定者
・各種手帳を交付されている人と同程度の身体または精
神に障がいがあるとみなされる人
申請者　本人または家族(同居していない家族が申請す
る場合は委任状が必要)
申請に必要なもの
・本人の介護保険証(コピー可)
・申請者と本人の印鑑
・申請者の本人確認書類(保険証や運転免許証など)
申請方法　高齢福祉課または各総合支所市民福祉課(福
祉課)窓口へ
申請開始日　１月５日(月)
交付日数　申請から10日程度

高齢福祉課　　229-3156　　229-3334

保険医療助成課　　229ー3158　　229ー5001

高校生年代まで医療費が無料に

　子育て世代の経済的負担の軽減と子育て支援の充実を
目的に、令和８年４月から子ども医療費の助成対象を高
校生年代まで拡大し、医療費を無料化します。新たに助
成対象となる平成20年４月２日～平成22年４月１日生
まれの人には、12月中に申請書を郵送しますので、お
早めに提出してください。審査後、３月中に受給資格証
を郵送します。
　すでに福祉医療費受給資格(障がい者・一人親家庭
等・子ども)のある中学３年生～17歳の年度末の人に
は、３月中に新たな受給資格証を郵送しますので、手続
きは不要です。

対　象　次の全てを満たす人
・津市に住民登録のある０歳から18歳の年度末(18歳に
なった日以降の最初の３月31日)までの人
・健康保険に加入している
・生活保護を受けていない
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